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Profile 
‣1984 年（４１歳）山口県出身  
‣鶴見区馬場在住 
‣神奈川大学法学部卒 
‣よこはま健康友の会会長  
‣横浜東民商顧問  

判決文隠 す 県 を 追 及 。 透 明 な 県 政 へ  

県が敗訴した返還請求訴訟の概要 

敗訴の判決、内容はなぜ隠されるのか 

現在開かれている令和８年第２回神奈川県議会定

例会において、極めて重大な問題が浮き彫りになりま

した。県が提訴していた「新型コロナウイルス感染症

拡大防止協力金」の返還請求訴訟を巡り、今年５月末

に県側の敗訴となる判決が言い渡されたのです。 

これに対し県は、事実の誤認や法律判断に誤りが

あるとして、議会に控訴の承認を求める議案を提出し

ました。しかし、なぜ県が裁判で負けてしまったのか、

その具体的な理由が書かれた最も重要な「判決文」が、

私たち議員にも県民の皆さんにも明かされないまま審

議が進められようとしていました。 

審査の前提崩す資料不提供、強く指摘 

 私は、所属する委員会においてこの不誠実な姿勢を

厳しく指摘しました。議会が控訴の是非を正しく判断

するためには、裁判所による生の「判決文」という客観

的な一次資料が不可欠です。 

私は審査にあたり５月２９日

の敗訴時点で判決文の提出を

要求していましたが、県側は判

決の中身を自らまとめた要約資

料を一応提供しただけで、肝心

の判決文そのものの提供は最

後まで拒否し続けました。自分

たちに都合よく要約した資料だ

けで「控訴を認めてほしい」とい

うのは、議会のチェック機能を

軽視し、審査の前提を崩すもの

と言わざるを得ません。 

この追求に対しては、他会派からも同調する意見

が発せられました。 

事実の争い、高裁での判断を仰ぐ 

 この議案の審査は６月８日の委員会

で終了し、その後の本会議で私は、この

控訴議案に賛成しました。あれほど県の

姿勢を批判しながら賛成した理由は、今

回の判決がまだ「一審」の段階であり、県と相手方と

の間で具体的な事実関係の主張に大きな食い違いが

あるからです。事実について争いがある以上、事実審

である高等裁判所で改めて客観的な判断を仰ぎ、真

実を明らかにすることには合理性があると判断しまし

た。 

賛成はしましたが、判決文を隠す県の体質を免罪し

たわけではありません。情報公開の徹底と誠実な県

政へ、これからもブレずに頑張ります。 

YOUTUBE でも紹介しています⇒ 


